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第３期北海道スポーツ推進計画の策定について

１ 趣 旨

第３期北海道スポーツ推進計画は、本道のスポーツの推進に関する施策を総合的
かつ計画的に推進するため、スポーツ基本法及び北海道スポーツ推進条例の規定に
より、地域の実情に即したスポーツの推進に関する計画として策定するもの。

２ 検討に当たっての考え方
第３期北海道スポーツ推進計画は、令和３年度に制定・策定された道の条例、国の

基本計画を踏まえた内容とする。

北海道スポーツ推進条例 第３期スポーツ基本計画
（令和4年３月３１日公布・施行） 令和４年３月２５日策定

計画期間：令和４年度～８年度

◆ 道のスポーツ推進に関する施策の ◆ スポーツ基本法に定める「スポーツ

基本となる事項を定めることにより、 に関する施策の総合的かつ計画的な

その施策を総合的かつ計画的に推進 推進を図るための基本的な計画」

◆ 目 的 ◆ 概 要

道民の心身の健康の保持増進を図り、 ・我が国における今後のスポーツ政策の

併せて地域の特性を生かした魅力ある 方向性

持続可能な社会の実現に寄与 ・今後取り組むべきスポーツ施策と目標

第３期北海道スポーツ推進計画

３ 策定スケジュール（案）

３年度 4年度
（R4.2月書面会議） （６月） （８月） （10月）

■道の第2期計画 Ⅰ道の次期計画の Ⅱ道の次期計画の Ⅲ道の次期計画
の点検・評価 全体構成（骨格） 骨子案の整理 の素案の整理
（中間報告） の整理

柱立てに沿って
現状・課題や めざす姿、 項目ごとの 骨子に沿って

今後の方向性に 柱立て等 「現状・課題」、 現状、課題」

ついて認識整理 の骨組みである 「取組の方向性」や 「取組の方向性」

全体構成（骨格） 「目標設定」など 等を文章化し

■道の条例、国の の整理 を整理 たもの

計画を報告

（１2月） Ⅳパブリックコメント→（2月）Ⅴ案の決定→（3月）Ⅵ計画決定


